
【告 示】

道路の区域の変更（３件） （道 路 維 持 課） ２

道路の供用開始（２件） （ 〃 ） ５

目 次

島根県報
令和５年１月20日（金）

号外 第 ４ 号
https://www.pref.shimane.lg.jp/

号外第４号 島 根 県 報 令和５年１月20日

1



島根県告示第41号

区　　　　　間
敷地の
幅　員

延　　長

0 メートル メートル

前
40.82～
61.82

30.09

後
41.56～
72.67

30.09

変更前
後の別

　道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　令和５年１月20日

      島根県知事　丸　山　達　也

県　　道
弥栄旭イン
ター線

浜田市弥栄町門田843番
20地先から同番33地先
まで

浜田県土整備
事務所

道路改良工事

拡幅

道路の
種　類

路　線　名

道　　　路　　　の　　　区　　　域
管轄する地方
機 関 の 名 称

備　　　　考
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島根県告示第42号

区　　　　　間
敷地の
幅　員

延　　長

0 メートル メートル

前
4.43～
4.64

23.59

後
4.72～
7.28

23.59

前
2.44～
7.62

103.83

後
7.68～
12.96

49.47

前
3.49～
11.25

254.75

後
10.45～
26.80

259.61

県　　道
池田久手停
車場線

大田市三瓶町小屋原569
番地先から同583番地先
まで

県央県土整備
事務所大田事
業所

交通安全工事

拡幅

〃 〃
大田市三瓶町小屋原583
番地先から同573番地先
まで

交通安全工事

拡幅

〃

道路の
種　類

路　線　名

道　　　路　　　の　　　区　　　域
管轄する地方
機 関 の 名 称

備　　　　考変更前
後の別

〃
大田市三瓶町小屋原571
番地先から同1738番４
地先まで

交通安全工事

拡幅

　道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　令和５年１月20日

      島根県知事　丸　山　達　也
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島根県告示第43号

区　　　　　間
敷地の
幅　員

延　　長

0 メートル メートル

Ａ
8.30～
10.40

122.20

Ｂ
6.00～
15.80

127.20

後 Ａ
8.30～
10.40

122.20

県　　道 美郷飯南線
邑智郡美郷町上川戸402
番１地先から同617番３
地先まで

前

県央県土整備
事務所

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

ダブルウェイ解消

土地所有者へ返還

道路の
種　類

路　線　名

道　　　路　　　の　　　区　　　域
管轄する地方
機 関 の 名 称

備　　　　考変更前
後の別

　道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　令和５年１月20日

      島根県知事　丸　山　達　也
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島根県告示第44号

0 メートル

一般国道 186号
浜田市金城町七条イ969番11地先から同
イ661番３地先まで

177.00
令和５年
１月20日

浜田県土整備
事務所

備　　　考
道路の
種　類

路　線　名 供 用 開 始 の 区 間 延　長
供用開始
年 月 日

管轄する地方
機 関 の 名 称

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　令和５年１月20日

島根県知事　丸　山　達　也__
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島根県告示第45号

0 メートル

県　　道 大社立久恵線
出雲市乙立町字クケ平4491番１地先か
ら同地先まで

53.00
令和５年
１月20日

出雲県土整備
事務所

〃 仁摩邑南線
邑智郡川本町大字川内19番１地先から
同38番１地先まで

113.90
令和５年
１月20日

〃 〃
邑智郡川本町大字川内306番１地先から
同737番地先まで

245.60
令和５年
１月20日

〃 〃
邑智郡川本町大字川内395番１地先から
同511番１地先まで

78.30
令和５年
１月20日

〃 〃
邑智郡川本町大字川内794番１地先から
同795番２地先まで

114.70
令和５年
１月20日

〃 〃
邑智郡川本町大字小谷488番４地先から
同地先まで

53.00
令和５年
１月20日

備　　　考

県央県土整備
事務所

道路の
種　類

路　線　名 供 用 開 始 の 区 間 延　長
供用開始
年 月 日

管轄する地方
機 関 の 名 称

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　令和５年１月20日

島根県知事　丸　山　達　也__
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